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【意見の概要とそれに対する市の考え方】

No 意見の概要 意見に対する市の考え方

１ P.１から３で１つの表が複数ページに分かれて

記載されている箇所があり、とても読みにくいと

思います。

ご指摘を踏まえ、見やすい構成に修正します。

２ P.３「Ⅰ地域の概況 ２．社会的及び経済的条件

(4)財政の状況」は山村地域のことについて述べ

たものではなく、市全体について記載したもので

すから、見出しの中に「（市全体）」と明記した方

が良いと思います。

ご指摘を踏まえ、分かりやすい表現に修正しま

す。

３ P.６「Ⅲ振興の基本方針 １．本地域の自然的、

社会的及び経済的条件の特徴と抱える問題点等」

の第一段落は、「Ⅱ現状と課題」の内容と重複す

る部分があるため、不要と考えます。また、第二

段落は「Ⅰ地域の概況 ２．社会的及び経済的条

件 (2)産業構造の動向」に記載し、問題点として

整理することを提案します。

ご指摘のとおり重複している部分がありますが、

国の通知に基づき各項目を記載しているため、原

案のままとさせていただきます。

４ P.６「Ⅲ振興の基本方針 ２．本地域の特性を生

かした地域活性化の方針及び森林、農用地等の保

全の方針」は「地域活性化の方針」と「森林、農

用地の保全の方針」の二つに分けて記載すること

を提案します。また、課題と方針の両方が書かれ

ているので、方針のみを区切って記載する必要が

あると思います。

国の通知に基づき各項目を記載しているため、原

案のままとさせていただきます。なお、課題は方

針を導き出すための説明として記載しています。

５ P.６「Ⅲ振興の基本方針 ２．本地域の特性を生

かした地域活性化の方針及び森林、農用地等の保

全の方針」の最終行（P.７）「発揮できるよう維

持充実に努める。」には主語が記載されていませ

ん。誰が努力するのでしょうか。

ご指摘の箇所については、本計画に基づき、市が

維持充実に努めていきます。
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６ P.７「Ⅳ振興施策」の項目ごとの番号に欠番が見

られます。番号のつけ方に間違いがないか、再確

認をしてください。

国の通知により、施策の種類によって記載する番

号が決められており、誤りではありません。

７ P.７「Ⅳ振興施策 (1)交通施策」に「地域内外の

多様な交流を支えるため」とありますが、目的を

明確にする必要があると考えます。

また、支える手段が「市道の整備」と続きますが、

それができると多様な交流ができるのでしょう

か。

「Ⅳ振興施策」は、山村地域の振興を図ることを

目的として政策を記載しています。市道の整備は

地域内外の多様な交流を支えるための一つの手

段として記載しています。

８ 振興施策の内容全体がハード事業となっていま

すが、山村地域の課題はハード事業で解決できる

のでしょうか。

本計画では、ハード事業が中心となっています

が、ソフト事業については、第２次総合計画の中

で事業内容を検討していきます。

９ 山村振興計画は、なぜこの時期に策定するのでし

ょうか。現在、第２次総合計画を策定開始したと

ころですから、その策定を待って、計画するのが

順当ではないかと考えます。

現在の山村振興計画の期間は平成 26 年度までと

なっており、特別交付税をはじめとした国等の有

効な支援を受けるために策定するものです。な

お、本計画は第２次総合計画の策定においても反

映させていきます。
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10 住民の実態を細やかに把握するようなデータの

見方や、住民とのふれあいで実態や問題を捉え

て、分析し、アセスメントすることが不足してい

るのではありませんか。

また、以下のような点を一所懸命考えることによ

り、多様な視点と観察事項が見えてくると考えま

す。

ア）高齢者が多いとはいえ、元気な自律的な生活

の高齢者がどこにどのくらいいて、要介護や要支

援の方々が、どのような分布で暮らすのか

イ）農林業に従事している高齢者の、作業の内容

はどのようなことが主なのか

ウ）できない作業は、誰がどの様に行っているの

か

エ）家族内で後継者が得られないならば、農地や

林地の処分をどのように考えているのか

オ）そのための手続き制度などは、現行法制の中

で、実現可能か

カ）高齢者の有病率や、年齢別・集落別あるいは

地区別の医療費と所得水準からみた高齢者の分

布状況などから、どの集落に、どの様な産業や、

保健福祉施策が必要なのか。支援の必要と緊急性

がより高いのか

本計画は山村振興の方針を定めるものです。ご意

見につきましては、事業実施の際に参考とさせて

いただきます。なお、ご提案いただきました具体

的な視点については、第２次総合計画策定の際に

参考にさせていただきます。


